
1 職員の任免および職員数に関する状況

平成23年度における職員の任免の状況

備考 1

2 退職者数は、定年、勧奨、自己都合などにより退職した職員数である。

3 平成23年度は、採用選考を実施していない。

職員数（各年4月1日現在）

22 年 23 年

備考 1

2 部門の区分は、平成23年地方公共団体定員管理等調査に基づく区分である。

3 人数に、教育長も含む。

2 職員の給与の状況

人件費の状況（平成23年度決算額）

備考 人件費には、特別職に支給される給料、報酬を含む。

職員給与費の状況（平成23年度予算）

備考 給与費は、平成23年度当初予算額の計上額であり、職員手当には退職手当は含まない。

代表的な職種の初任給の状況 （平成23年4月1日現在）

備考 採用試験に合格し、学校卒業後直ちに採用された者の初任給である。

職員数は、一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み臨
時または非常勤職員を除く。

54人 55人 1人

548人 535人 ▲ 13人

16人 17人 1人
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採用試験は、事務職、消防職、保育士、保健師、社会福祉士、任期付保育士の採用について実施した
ものである。
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退職者数

 　市の人事行政運営の公正性、透明性を高めるため、愛西市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成
17年愛西市条例第172号）第6条の規定に基づいて、平成23年度の職員給与、勤務条件、福利厚生などの状況につ
いて公表します。

採用者数

再任用

被選考者数 合格者数 採用者数

採 用 選 考採 用 試 験

採用者数合格者数受験者数申込者数

（1）

区 分
（平成24年3月31日）

住民基本台帳人口
歳出額　　Ａ 人件費　　Ｂ

うち職員給与費

普通会計 65,483人 22,819,381千円 3,679,995千円

（2）

区　分

普通会計

職員数　　Ａ
一人当たり

給与費(B/A)

給 与 費

人件費率

期末・勤勉手当職員手当給 料

2,471,018千円 16.1%

（Ｂ／Ａ）

1,706,872千円 394,018千円 633,337千円

計　　Ｂ

2,734,227千円 5,673千円

（3）

一般行政職
大 学 卒

高 校 卒

172,200円

区 分 初 任 給

482人

140,100円

平成23年度における市の人事行政の運営などの状況について

愛西市の人事行政の運営状況を公表します
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一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料 （平成23年4月1日現在）

備考 1 平均給料は、前歴加算などを加味している。

2 一般行政職は、医療・保健・福祉（保育士など）・消防・水道関係などの職員を除く職員である。

3 「高校卒」の「経験年数10年」は、この階層および近似の階層の職員が不在である。

一般行政職の級別職員数の状況 （平成23年4月1日現在）

備考 1 愛西市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

代表的な職種の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況

歳 月

歳 月

備考 1

2 技能労務職は、給食調理員と用務員である。

主な職員手当の状況 （平成23年4月1日現在）

6 月期 月分 月分

12 月期 月分 月分

月分 月分

備考 （　）内は再任用制度に基づく職員に係る支給割合である。

月分 月分

月分 月分

月分 月分

月分 月分

備考 平均支給額は、平成23年度に退職した職員に支給された平均額である。

備考 平均支給年額は、平成23年度決算額を平成23年4月の支給対象職員数で除したものである。

備考 1 支給割合は、平成23年4月の状況である。

2 平均支給年額は、平成23年度決算額を平成23年4月の支給対象職員数で除したものである。

3 支給対象職員は、八開診療所の医師と消防職員である。

経験年数20年

（4）

区 分

一般行政職
大 学 卒

高 校 卒

243,100円

経験年数10年

274,550円 323,667円

7級

（5）

区　分 2級 3級

269,060円

構成比

職員数

標準的な
職務内容

経験年数15年

- 247,700円

主事
主任
主事

係長
主任

課長補佐
係長

課長
主幹

課長補佐

次長
課長

部長

1級 4級 5級 6級 計

34人

12.7%

87人 54人 43人 25人 16人 9人

区　　分 平均給料月額

268人

32.5% 20.1% 16.0% 9.3% 6.0% 3.4% 100%

平均給与月額 平均年齢

5

（6）

50 8

平均給与月額は、平成23年4月分の給料および職員手当（期末・勤勉手当を除く）の合計を平成23年4
月の職員数で除したものである。

309,418円 392,102円

193,086円 203,286円

一般行政職

技能労務職

43

（7）

期末・勤勉
手当

計

職制上の段階、職務の等級による加算措置　有

平 成 23 年 度 支 給 割 合

期 末

2.600 (1.450月分)

1.225

(0.800月分)

(0.650月分)

1.375

勤 勉

0.675

47.50

59.28

59.28

59.28

定年・勧奨自己都合

30.55

41.34支給割合

代表的な手当の名称

勤続年数

20年

25年

23.50

33.50

18,328千円

35年

最高限度

退職手当組合
負担金

退職手当

金 額 一人当たりの負担額

307,626,183円 572,861円

自己都合など 定年・勧奨

一人平均支給額

(0.325月分)

0.675 (0.325月分)

1.350 (0.650月分)

職員一人当たり平均支給年額

支 給 率

支 給 対 象 地 域

108,386円

3%

全地域

9,131千円

地域手当

特殊勤務
手当

手当の種類

（手当数）

職員一人当たりの

平均支給年額

職員全体に占める

手当支給職員の割合

15.5% 128,120円 4手当 医師診療手当、災害出動手当
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備考

配偶者 円

その他 円

（配偶者がいない場合の一人目は11,000円）

（15～22歳までの子一人につき5,000円加算）

借家・借間居住者 ・ 家賃 円以下

家賃　-　12,000円

・ 家賃 円以上

（家賃　-　23,000円）／2　+　11,000円　（最高　月27,000円）

交通機関など利用者 55,000円を限度とし、運賃相当額の範囲内で支給

交通用具利用者 通勤距離に応じ、最高24,500円

特別職の報酬などの状況 （平成23年4月1日現在）

円

23 年度支給割合

月期 月分

月期 月分

月分

備考 市長については給料の減額措置がとられており、（　）内が減額後の月額である。

3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

勤務時間の状況（変則勤務職場などを除く一般的な職場におけるもの）

主な休暇の種類

1年につき20日

平均取得日数（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで） 日

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

1年につき5日以内の範囲

東日本大震災の被災者を支援する活動　1年につき7日以内の範囲

連続5日以内の期間

1日につき2回各30分以内の期間

2日以内の期間

親族の区分により1日から7日までの期間

1日

1年につき3日

7日以内の期間

必要と認められる期間

ボ ラ ン テ ィ ア

282,120円

平均支給年額は、平成23年度決算額を平成23年4月の職員数（管理職手当受給職員を除く）で除したもの
である。

13,000

6,500

時間外勤務
手当

平成23年度決算額 職員一人当たり平均支給年額

131,468千円

23,000

区 分 内 容

23,000

通勤手当

住居手当

扶養手当

（8）

区 分

930,000

6

12

給料

報酬

市　長

副市長

議　長

副議長

給料月額など

平成

期末手当

計 2.95

1.55

1.40

証 人 な ど 出 頭

円

400,000 円議　員

年 次 休 暇

7時間45分 午前8時30分

付 与 日 数

（1）

（837,000円）

769,000 円

500,000 円

450,000

終了時刻開始時刻正規の勤務時間 休憩時間

正午～午後1時

（2）

区 分

選挙権など行使

骨 髄 移 植

結 婚

育 児 時 間

午後5時15分

忌 引

父 母 の 祭 日

夏 季 休 暇

住 居 滅 失 な ど

交 通 遮 断

育 児 参 加

出 産 介 添

9.2

出産予定日前6週間目に当たる日（多胎妊娠の場合は14週間目に当たる日）から出産日後
8週間を経過する日まで

出 産

出産予定日前6週間目に当たる日（多胎妊娠の場合は14週間目に当たる日）から出産日後
8週間を経過する日までの期間において5日以内の期間
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必要と認められる期間

それぞれ1回について1日以内の期間

勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間以内の期間

1年につき5日以内の期間

1年につき5日以内の期間

育児休業などをした職員数

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人
備考

4 職員の分限および懲戒処分の状況

職員の分限処分の状況

人 人 人

人 人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人
備考 同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合、その数を重複して計上した数値である。

職員の懲戒処分の状況

平成23年度中に、戒告、減給、停職または免職の処分は行われていない。

5 職員の服務の状況

営利企業などへの従事許可の状況

① 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ねるもの 件

② 自らの営利を目的とする私企業を営むもの 件

③ ①および②を除き、報酬を得て事業または事務に従事するもの 件

件

6 職員の研修および勤務成績の評定の状況

新規採用職員（前期） 人

新規採用職員（後期） 人

一般職員（前期）【採用後４～６年目】 人

一般職員（中期）【採用後７～９年目】 人

一般職員（後期）【採用後１０年目以降】 人

係長（新任） 人

課長補佐 人

課長 人

部長 人

オープンセミナー

特別研修
（職員がより高度で専門
的な知識または能力の
修得を目指す研修）

10

11

1

24

11

一般研修
（職員の職歴などに応じ
た知識や技能を習得す
る研修）

（より良いチーム（組織）を作るために）
（戦国武将に見るリーダーの条件）
（緊迫する国際情勢と日本外交）
（プロジェクトを成功に導くチームマネジメント～『はやぶさ』が挑んだ人
類初の往復宇宙飛行、その７年間の歩み）
（想像するちから　～チンパンジーが教えてくれた人間の心）

人

妊娠中の通勤緩和

子 の 看 護

0

災害時危険回避

妊産婦の保健指導

降　任

（1）

区 分

平成23年度新規

短 期 介 護

（3）

育児休業をした職員数

女 性

平成23年度新規 前年度継続

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産ま
では1週間に1回、出産後1年まではその間に1回

区 分
男 性

前年度継続

0 14

3

13

7部分休業をした職員数 0 0

0

1

部分休業とは地方公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第110号）第19条第1項に規定する部
分休業を、育児短時間勤務とは同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。

育児短時間勤務をした職員数 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合

勤 務 成 績 が 良 く な い 場 合

心 身 の 故 障 の 場 合

職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く 場 合

廃 職 又 は 過 員 を 生 じ た 場 合

合　計

20

0

0

休　職免　職

0

0

00

0

20

0

0

25

0

0

0

0

0

区 分 付 与 日 数

25

区 分 件 数

計

（2）

8

12

10

11

11
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地方自治法 人

地方公務員法 人

民法（財産法、家族法） 人

行政法基礎 人

法制執務（基礎） 人

地方税（民税、土地、徴収） 人

会計学 人

行政経営 人

採用面接 人

プレゼンテーション 人

交渉力・折衝力向上 人

ファシリテーション 人

クレーム対応 人

コーチング 人

タイムマネジメント 人

問題解決能力向上 人

内部講師サポート（地方公務員法） 人

住民協働による政策づくり 人

ファーストステップ 人

タイムマネジメント 人

ＯＪＴ推進 人

メンタルヘルス 人

ロジカルシンキング 人

接遇マナー 人

市の行政経営システム 人

市の実施事業 人

情報セキュリティ【e－ラーニング】（情報セキュリティ一般コース） 人

情報セキュリティ【e－ラーニング】（個人情報保護一般コース） 人

情報セキュリティ【e－ラーニング】（情報セキュリティ継続コース） 人

情報セキュリティ【e－ラーニング】（個人情報保護継続コース） 人

情報セキュリティ【e－ラーニング】（情報セキュリティ専門コース） 人

情報セキュリティ【e－ラーニング】（情報セキュリティ技術コース） 人

情報セキュリティ【e－ラーニング】（地方公共団体専門コース） 人

自治基本条例 人

自治大学校第2部課程 人

固定資産税課税事務（土地）（市町村アカデミー） 人

人事評価制度の実践（市町村アカデミー） 人

法令実務Ａ（市町村アカデミー） 人

住民税課税事務（市町村アカデミー） 人

愛知県実務研修生派遣 人

勤務成績の評定（人事評価）の概要

平成22年11月1日から平成23年9月30日

（評価期間で異動があった場合は、異動日から平成23年9月30日まで）

常勤の一般職で行政職給料表の適用を受ける全職員

人
備考

特別研修のつづき

主 な 研 修 名 な ど

「実施対象者数」のうち、育児休業および病気休職中などの職員で、評価日や評価期間に在職していない
職員は評価していない場合もある。

評 価 基 準 日 平成23年10月1日

評 価 期 間

495実施対象者数

対 象 者

（2）

公正かつ客観的な職員の職務活動を評価することにより、市政全体の成果の向上、能力・実
績に基づく人事管理の徹底、人事評価の活用を通じた組織全体の士気高揚、公務能率の向
上などの実現に役立てる。

目 的

制 度 の 概 要
原則として、第1次から第3次までの評価者により、各職員に与えられた10の評価要素について
ＡからＥの5段階で評価する。最終評価者は、第1次および第2次評定者の評価結果などを勘案
のうえ、総合的見地から最終評価を決定する。

派遣研修
（愛西市内部では修得し
がたい広い視野、多角
的な発想、専門的な知
識などを修得する研修）

1

1

1

2

1

1

9

11

100

16

1

3

1

職場研修
（職員にとって必要不可
欠な研修や、タイムリー
で即効性の高い研修）

6

30

29

31

6

45

1

5

4

7

4

3

2

3

受講者数研 修 区 分

1

1

1

1

2

2

2

69

37

30

30

60

37
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7 職員の福祉および利益の保護の状況

円 円

職員互助会 （平成23年4月1日現在）

会員数 人

市負担金なし

勤労者財産形成貯蓄

・ 勤労者財産形成貯蓄（一般財形）

・ 勤労者財産形成住宅貯蓄（財形住宅）

・ 勤労者財産形成年金貯蓄（財形年金）

安全衛生

ア 安全衛生管理の概要

イ 健康診断実施状況

人 人 人

ウ 健康指導などの実施状況

職員の災害補償

ア 公務災害認定件数

件 件 件 件

備考 平成23年度は、疾病による公務災害の認定は該当なし。

イ 通勤災害認定件数

平成23年度は、1件の通勤災害の認定があった。

ウ 公務災害基金負担金

8 勤務条件に関する措置の要求および不利益処分に関する不服申立ての状況

件数については、次のとおりであった。

前年度からの繰越件数 件

当年度の新規要求件数 件

当年度中終了件数 件

次年度への繰越件数 件

前年度からの繰越件数 件

当年度の新規要求件数 件

当年度中終了件数 件

次年度への繰越件数 件

0

0

595,442,387 1,108,831
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534

（1） 共済組合負担金（地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）に基づく地方公務員共済組合などに
対する地方公共団体の負担金）

一人当たりの負担額金 額

（4）

愛西市職員安全衛生管理規程（平成17年4月1日愛西市訓令第28号）の定めるところにより、職員の安全や
健康を確保するための諸施策を推進している。

（3）

負 傷

725 387

職員の財産形成を促進することにより、生活の安定と福祉の向上を図るため、勤労者財産形成促進法（昭
和46年法律第92号）に基づき、次の財産形成貯蓄制度による計画的貯蓄を推進している。

受診者数
定期健康診断 人間ドック他

区 分

自己職務遂行中 出 張 中 そ の 他 計

地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）に基づく地方公務員災害補償基金に対する地方公共団
体の負担金として3,673,944円を負担した。

職員は、地方公務員法第46条から第51条の2までの規定に基づき、公平委員会に対し、勤務条件に関する措置
の要求と不利益処分についての不服申立てをすることができる。

3 1 0 4

338

職員の健康の保持増進を図るため、産業医により健診結果に基づく事後管理、一般疾病の予防・治療対策
についての保健指導を行っている。

（5）
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